
 

 

 

 

 

 

 

 

入学決定後のサポートの流れ 

 学生生活を送る上で支援が必要な学生に対し、支援体

制を構築するためには、入学前から十分な準備を進めて

いくことが重要です。特に聴覚障害学生への支援には、

支援担当の職員やノートテイカー、手話通訳者など人的

資源が必要となるため、早めの準備と対応が肝心です。

入学決定時から授業開始に向けて、一般的には以下のよ

うなスケジュールで支援体制の方向性が固められます。 

時
期 サポートに関する打ち合わせ事項や実施内容 

入
学
の
決
定 

～ 

入
学
式 

支援担当者（学部教員や学生課職員、支援専任職員など）の

決定（詳細は「学期初めのコーディネート」シート参照） 

◎他大学における支援や情報保障に関する情報収集 

◎サポートに関する打ち合わせ 

・障害の程度、コミュニケーション方法、ニーズの把握、 

身体障害者手帳の有無確認 

・入学式やオリエンテーションのサポート方法の確認 

・履修の概要説明  

（打ち合わせの内容を受けて） 

◎支援の実施体制の決定 

○支援者の募集・養成の手配 → 養成講座の実施 

○学外の支援者派遣団体、聴覚障害者支援団体などとの 

連携体制作り 

○履修に関する情報提供、相談対応の開始 

○学生用啓発パンフレットの作成・配布 

○教職員の配慮事項、ガイドブックの作成・配布      

◎入学式や説明会、オリエンテーションでの情報保障の手配

（手話通訳、パソコン要約筆記、ノートテイクなど） 

入
学
式

◎入学式や説明会での情報保障の実施 

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
期
間 

◎オリエンテーション期間の情報保障の実施 

◎授業時の配慮内容確認 → 教職員への周知 

（→詳細は「授業における教育的配慮」シート参照） 

◎履修に関する相談対応（語学・ゼミ・実習・実験・ビデオ他

映像使用授業での対応や代替措置、免許・資格取得関係など）

◎支援者のシフト作成 → 周知 

○一般学生への理解啓発 

○支援者の養成 

授
業
開
始 

◎支援者の派遣 

○利用学生及び授業に合わせたサポート内容へ改善 

○支援者と利用者の懇談会の開催 

                    

 

入学前の打ち合わせ 

入学決定後に行う、各部署の担当者と利用学生の顔合

わせを兼ねた打ち合わせは、入学後の支援の方向性を決

定する上で大変重要な機会です。なぜなら、支援の方法

は障害の種別や程度で一概に決まるものではなく、ニー

ズに基づいた対応が必要になるからです。入学前から支

援体制や予算が整備されていたとしても、支援の内容や

方法は一人ひとりの学生と向き合って決めていく必要が

あります。この打ち合わせでは、支援に関わる様々な立

場の人が集まり、情報の共有と支援内容、方法の確認を

行います。このとき、学部長や支援委員会委員長、学生

課長など、支援に関する決定権をもつ立場の教員も同席

し、支援内容について合意を得ながら進めていくことが

大切です。 

また、初めて聴覚障害学生の支援をする大学の場合は、

可能であれば他大学で聴覚障害学生支援を担当している

教職員や有識者の同席のもと、情報交換を行ったり、助

言を得たりすることも有効です。さらに、聴覚障害学生

にとっても、大学での授業がどのように行われるのかイ

メージしにくい場合が多いので、できれば事前に授業の

様子を見学してもらうと良いでしょう。 

打ち合わせの主な内容は、教職員側から履修登録の方

法や制度、支援についての説明と、聴覚障害学生の障害

の状況・ニーズの確認などです。学生は、高校生までの

間に支援を受けた経験が少ない場合が多いので、どのよ

うな支援が可能か、他大学ではどのような方法で行われ

ているかなど、大学側から具体的な情報を提供して本人

からの意思表明を促すことで、支援の開始が円滑になる

でしょう。 
また、聴覚障害学生自身がその場での話し合いに参加

できるよう、手話通訳者やノートテイカーをつけたり、

筆談を交えて確実に伝わるよう進行方法を工夫します。

また、聴覚障害学生が自分のニーズを整理して伝えやす

くなるように、あらかじめ相談する内容を文書で伝えて

おくなどの配慮も必要です。 

履修に関する配慮 

授業における支援は情報保障者の配置だけではありま

せん。履修申請時の調整や配慮によって、学びやすい環

境を整えることが必要な場合も多く、語学やゼミ、実験、

実習など授業形態が複雑な授業では特に重要になります。

以下はその具体例です。 
・語学のリスニングやスピーキング授業をリーディン

グ･ライティングへ振り替えて申請できるようにする 
・個別指導、チューター制度などを紹介する 

入学当初のサポート 

◎支援に欠かせない 優先事項 

○よりよい支援体制のために必要な事項 
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・授業担当教員との事前打ち合わせを設定し、必要な配

慮や授業の進め方について確認する 
・授業担当教員による配慮事項として、文字資料の提供

や授業方法の事前確認が必要である事を周知徹底する 
このほか、複数の聴覚障害学生が同じ科目を履修する

場合、できるだけ同一のコマを履修するように調整し、

情報保障者を共有できる状況をつくることもあります。 

入学式での情報保障 
入学式は、人生の節目の機会です。聴覚障害学生が周

囲の学生と同様に祝福と励ましの中で大学生活をスター

トさせるためには、情報保障が欠かせません。入学式の

ような行事の場合は、地域の手話通訳者や要約筆記者の

派遣制度が利用できる場合が多くあります。大学内で情

報保障体制を組むことができない場合は、行政、社会福

祉協議会、情報提供施設等に派遣依頼の相談をするとよ

いでしょう。 
式典の情報保障では、手話通訳者の立ち位置や照明、

パソコン要約筆記の機材の配置や表示方法など、関係者

との打ち合わせが不可欠です。当日会場で情報保障に対

応する担当者を決めておくとよいでしょう。また、式次

第や式辞の原稿を前もって情報保障者に渡しておくこと

で、事前に準備することができ、円滑な情報保障が可能

になります。式典を担当する事務部署と事前に連絡調整

を図ることが大切です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

オリエンテーション 
授業開始までに行われる新入生を対象とした一斉オリ

エンテーションでは、学生にとって大切な情報がたくさ

ん提供されます。多くの場合、詳細な資料が用意されま

すが、口頭で伝えられる細かな情報こそ、学生生活にと

っては重要であることが多いので、聴覚障害学生のニー

ズに応じた情報保障を用意し、これから始まる学生生活

（履修、登録、授業、課外、教職員との関わり、施設・

設備の利用など）について、きちんと伝えられる手段を

とります。このような行事でも、地域の手話通訳および

要約筆記派遣制度を利用できる場合があります。 
 また、全ての新入生が集まるこの機会は、理解啓発の

ためのチャンスでもあります。学内に障害学生を支援す

る体制があること、様々な学生が共に学んでいること、

支援を担う学生を募集していることなどを伝えたり、パ

ンフレットやガイドブックを配布するなどして、サポー

ト体制の周知を図ります。聴覚障害学生本人から、サポ

ートの状況や支援者の必要性をスピーチしてもらう方法

をとっている大学もありますが、その場合には学生本人

の意志や心理的な状況を十分把握した上で行います。 

配慮の依頼 

 聴覚障害学生への配慮といっても個々の学生の育って

きた環境や障害の度合い、コミュニケーション方法によ

ってニーズは様々です。 

 聴覚障害学生の中には、支援の必要性や有効性に気づ

いていない場合も往々にして見られます。学生生活の中

で聴覚障害学生自らが支援に関心を持つ機会をとらえる

ことも、周囲の配慮といえるでしょう。（TipSheet10「聴

覚障害学生の意思表明とその支援」参照） 

 聴覚障害学生の意向が見えたところで、履修している

授業に出席する際、 低限必要となる配慮事項について

は、教職員に周知しておきたいところです。内容につい

ては聴覚障害学生本人と確認して作成します。たとえば、

試験やレポートに関する告知は板書する、FM 補聴器を

使用する学生の場合はマイクをつけてもらう、などです。

これらの事項は聴覚障害学生の負担を軽減するためにも、

支援担当職員から伝達するのが望ましいですが、学生と

教員が直接話をするのも理解と協力を得るきっかけにも

なるため、状況に応じて直接的な関わりをうながすこと

も必要です。 

 また手話通訳やノートテイク、パソコン要約筆記の支

援が実施される場合には、支援者に対する事前資料の提

供が情報保障の質を高めることに役立ちますので、配慮

に加えたい事項です。（TipSheet11「授業における教育的配

慮」参照） 

教員への依頼や連絡は、教務課や学部事務室が担当す

るケースが多いようですが、非常勤講師へは教員間の依

頼がよい場合もあります。学生課と教務課とで役割分担

が明確な場合は、聴覚障害学生と教員とのスムーズなパ

イプ役となれるよう、担当者同士が連絡を密に取り合い、

情報の共有に努めることが大切です。 

手話通訳やノートテイクといった情報保障支援が効果

的なものとなり、さらに支援体制を充実させていくため

には、こうした教職員側の理解と配慮等の基本的な環境

整備が不可欠となります。  
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